
令 和 ５ 年 ８ 月 
海事局検査測度課 

 

「船舶安全法施行規則第47条の７第４号の検定業務の信頼性を確保する
ための措置に関する事項及び第47条の21第５号の検査業務の信頼性を確
保するための措置に関する事項を定める告示」の一部を改正する告示

（案）について 
 
１．背景 
 
 船舶安全法（昭和８年法律第 11 号）第６条の５第１項に規定する登録検定機関
に係る検定業務規程及び同法第 28 条第５項に規定する登録検査機関に係る検査業
務規程については、それぞれ同法第 25 条の 51 及び第 28 条第７項において準用す
る第 25 条の 51 の規定により認可を受けなければならない。 
これらの業務規程の記載事項のうち、検定業務及び検査業務の信頼性を確保する

ための措置に関する事項については、それぞれ船舶安全法施行規則（昭和 38 年運
輸省令第 41 号）第 47 条の７第４号及び第 47 条の 21 第５号の規定により、「船舶
安全法施行規則第 47 条の７第４号の検定業務の信頼性を確保するための措置に関
する事項及び第47条の21第５号の検査業務の信頼性を確保するための措置に関す
る事項を定める告示」（以下「信頼性告示」とする。）で定めることとされている。 
同告示において定める事項については、国際標準化機構が制定する ISO9001 に準

拠している。 
 ISO9001 は 2015 年に改訂されたところ、今般、一部の登録機関から信頼性告示の
ISO9001 の 2015 年版への見直しの要望があったことから、信頼性告示について所
要の改正を行うこととした。 

 
２．概要 
 
  登録検定機関における検定業務及び登録検査機関における検査業務の信頼性を
確保するための措置に関する事項について、それぞれ以下の内容を追加等する。 

 
（１）検定・検査の品質に対する方針及び目標 

・ 検定・検査の品質に対する目標を達成するための取組計画の策定及び文書
の整備をしなければならないことを追加する。 

・ 全ての職員に理解され、実施され、かつ維持されるべきものとして、目標、
取組計画並びに品質管理に対する責任及び権限を追加する。 

（２）組織 
・ 検定・検査に関する管理責任者はリスクの把握と当該リスクへの対応に関
する責任と権限を有していなければならないことを追加する。 

・ 品質の検証のため教育訓練を受けた人員ではなく、教育訓練又は経験に基
づいて必要な力量を備えた人員を割り当てることへ変更する。 

・ 管理責任者の責任と権限から「検定・検査に関する予防措置に関すること」
を削除する。 

（３）組織のリスクの把握と対応等（新設） 
 「組織のリスクの把握と対応等」に関する事項を新設し、当該事項の内容とし
て組織の能力に影響のある外部及び内部の課題と利害関係者の要求事項を考慮
して、取り組む必要があるリスクを特定し対応することを規定する。 

（４）経営の責任者によるリーダーシップ（新設） 
 「経営の責任者によるリーダーシップ」に関する事項を新設し、経営の責任者
は、リーダーシップを発揮し、品質管理を適切かつ有効に実施しなければならな



いことを規定する。 
（５）経営者による見直し 

 品質管理が、適切かつ有効に運営され、継続的に改善することを目的とするこ
とに変更する。 

（６）文書管理 

   文書管理に関する内部規則に、検定業務規程及び検査業務規程等の文書の制定、
改正及び廃止に関する履歴の管理に関する事項を記載しなければならないこと
を追加する。 

（７）是正処置 

是正処置に関する内部規則に、以下に関する事項を記載しなければならないこ
とを追加する。 

・ 類似する検定・検査の不適合の有無の確認 

・ ヒューマンエラー防止措置 

（８）内部監査 

  ・ 内部監査を計画する場合にあっては、監査対象に関連するプロセスの重要性、
検定・検査の実効性確認の必要性及び前回の監査結果を考慮しなければならな
いことを追加する。 

・ 是正措置が行われた場合にあっては当該措置の有効性の確認を行い、その結
果により当該措置の見直しを行わなければならないことを追加する。 

・ 内部監査は定期的に行われなければならないことを追加する。 

（９）教育訓練 

  ・ 教育訓練の有効性の評価を行い、その結果により見直しを行わなければなら
ないことを追加する。 

・ 教育訓練の目的に検定・検査業務の適切な実施を追加する。 

・ 検定・検査業務及び品質管理の適切な実施のために必要な専門的知識、技術
又は経験を明確にすることを追加する。 

・ 明確にした検定・検査業務及び品質管理の適切な実施のために必要な力量が
確保されることを追加する。 

（10）品質に関する記録の分析 

   「品質管理の妥当性」の定義には、「品質管理の性能及び有効性、リスクへの取
組みの有効性及び品質管理体制の改善の必要性」も含むこととする。 

 
３．今後のスケジュール（予定） 
 
 公 布：令和５年 10 月１日（日）【P】 
 施 行：公布の日 


